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〔本 文〕 

（本―１１） 

変  更  前  変  更  後  備  考  

と す る 。  

な お 、 Ｂ ク ラ ス の 施 設 の う ち 、 共 振 の お そ れ の あ る も の に つ い て

は 、 そ の 影 響 の 検 討 を 行 う こ と と す る 。  

(5)  耐 津 波 構 造 (「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る

規 則 」 第 七 条 に 規 定 す る 津 波 に 対 し て 廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 が 損 な

わ れ る お そ れ が な い よ う 措 置 を 講 じ た 構 造 を い う 。 ) 

廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 は 、 津 波 に よ る 遡 上 波 が 到 達 し な い 標 高 に 設

置 す る 。  

(6)  そ の 他 の 主 要 な 構 造  

廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 以 下 の 方 針 の も と に 安 全 設 計 を 行 う 。  

a)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 敷 地 で 予 想 さ れ る 台 風 、 積 雪 、 火 山 、 森 林 火 災

等 の 自 然 現 象 及 び 飛 来 物 そ の 他 の 外 部 衝 撃 の 影 響 に よ り 安 全 性 を 損 な

う こ と の な い 設 計 と す る 。  

 

b)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 自 然 現 象 の 53事 象 の 内 、 地 震 及 び 津 波 を 除 く 、

安 全 確 保 上 考 慮 す べ き 事 象 と し て 洪 水 、 風 （ 台 風 ） 、 竜 巻 、 凍 結 、 降

水 、 積 雪 、 落 雷 、 地 滑 り 、 火 山 の 影 響 、 生 物 学 的 事 象 又 は 森 林 火 災 の

発 生 の 可 能 性 又 は 発 生 し た 場 合 を 過 去 の 記 録 及 び 周 囲 の 環 境 条 件 か ら

評 価 し 、 安 全 性 を 損 な う こ と の な い 設 計 と す る 。  

c)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 飛 来 物 そ の 他 の 外 部 衝 撃 に つ い て 、 事 業 所 又 は

そ の 周 辺 に お い て 想 定 さ れ る 廃 棄 物  

と す る 。  

な お 、 Ｂ ク ラ ス の 施 設 の う ち 、 共 振 の お そ れ の あ る も の に つ い て

は 、 そ の 影 響 の 検 討 を 行 う こ と と す る 。  

(5)  耐 津 波 構 造 (「 廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 、 構 造 及 び 設 備 の 基 準 に 関 す る

規 則 」 第 七 条 に 規 定 す る 津 波 に 対 し て 廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 が 損 な

わ れ る お そ れ が な い よ う 措 置 を 講 じ た 構 造 を い う 。 ) 

廃 棄 物 管 理 施 設 の 位 置 は 、 津 波 に よ る 遡 上 波 が 到 達 し な い 標 高 に 設

置 す る 。  

(6)  そ の 他 の 主 要 な 構 造  

廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 以 下 の 方 針 の も と に 安 全 設 計 を 行 う 。  

a)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 外 部 か ら の 衝 撃 （ 想 定 さ れ る 自 然 現 象 及 び 想 定

さ れ る 廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 を 損 な わ せ る 原 因 と な る お そ れ が あ る

事 象 で あ っ て 人 為 に よ る も の （ 故 意 に よ る も の を 除 く 。 ） ） の 影 響 に

よ り 安 全 性 を 損 な う こ と の な い 設 計 と す る 。  

b)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 自 然 現 象 の 53事 象 の 内 、 地 震 及 び 津 波 を 除 く 、

安 全 確 保 上 考 慮 す べ き 事 象 と し て 洪 水 、 風 （ 台 風 ） 、 竜 巻 、 凍 結 、 降

水 、 積 雪 、 落 雷 、 地 滑 り 、 火 山 の 影 響 、 生 物 学 的 事 象 又 は 森 林 火 災 の

発 生 の 可 能 性 又 は 発 生 し た 場 合 を 過 去 の 記 録 及 び 周 囲 の 環 境 条 件 か ら

評 価 し 、 安 全 性 を 損 な う こ と の な い 設 計 と す る 。  

c)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 又 は そ の 周 辺 に お い て 想 定 さ れ る 廃 棄 物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更  

 

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更  

 



〔本 文〕 

（本―１２） 

変  更  前  変  更  後  備  考  

管 理 施 設 の 安 全 性 を 損 な わ せ る 原 因 と な る お そ れ が あ る 事 象 で あ っ て

人 為 に よ る も の （ 故 意 に よ る も の を 除 く 。 ） と し て 、 飛 来 物 （ 航 空 機

落 下 等 ） 、 ダ ム 崩 壊 、 施 設 内 貯 槽 の 決 壊 、 近 隣 工 場 等 の 火 災 、 有 毒 ガ

ス 、 船 舶 の 衝 突 又 は 電 磁 波 障 害 を 評 価 し 、 安 全 性 を 損 な わ な い 設 計 と

す る 。  

d)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 運 転 員 の 誤 操 作 を 防 止 す る と と も に 、 万 一 の 誤

操 作 に 対 し て も 、 そ れ が 大 き な 事 故 の 誘 因 と な ら な い よ う に 考 慮 し て

設 計 す る 。  

e)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 安 全 性 及 び 信 頼 性 を 確 保 す る た め に 、 適 切 と 認

め ら れ る 規 格 及 び 基 準 に 基 づ き 、 設 計 、 製 作 、 建 設 、 試 験 及 び 検 査 を

行 う 。  

f)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 と し て 人 の 不 法 な 侵 入 を 防 止 す る 設 備 、

施 設 内 の 人 に よ る 核 物 質 の 不 法 な 移 動 を 防 止 す る 設 備 を 設 け る 設 計 と

す る 。  

g)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 と し て 、 搬 入 さ れ る 物 件 を 確 認 で き る 設

計 と す る 。  

h)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 と し て 、 サ イ バ ー テ ロ の 影 響 を 受 け な い

よ う 、 必 要 な 通 信 回 線 を 所 内 外 の コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 と 独

立 し た 設 計 と す る 。  

i)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 重 要 度 に 応 じ て そ の 機 能 を 確 保 す る 設 計 と す

る 。  

管 理 施 設 の 安 全 性 を 損 な わ せ る 原 因 と な る お そ れ が あ る 事 象 で あ っ て

人 為 に よ る も の （ 故 意 に よ る も の を 除 く 。 ） と し て 、 飛 来 物 （ 航 空 機

落 下 等 ） 、 ダ ム 崩 壊 、 施 設 内 貯 槽 の 決 壊 、 近 隣 工 場 等 の 火 災 、 有 毒 ガ

ス 、 船 舶 の 衝 突 又 は 電 磁 波 障 害 を 評 価 し 、 安 全 性 を 損 な わ な い 設 計 と

す る 。  

d)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 運 転 員 の 誤 操 作 を 防 止 す る と と も に 、 万 一 の 誤

操 作 に 対 し て も 、 そ れ が 大 き な 事 故 の 誘 因 と な ら な い よ う に 考 慮 し て

設 計 す る 。  

e)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 安 全 性 及 び 信 頼 性 を 確 保 す る た め に 、 適 切 と 認

め ら れ る 規 格 及 び 基 準 に 基 づ き 、 設 計 、 製 作 、 建 設 、 試 験 及 び 検 査 を

行 う 。  

f)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 と し て 人 の 不 法 な 侵 入 を 防 止 す る 設 備 、

施 設 内 の 人 に よ る 核 物 質 の 不 法 な 移 動 を 防 止 す る 設 備 を 設 け る 設 計 と

す る 。  

g)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 と し て 、 搬 入 さ れ る 物 件 を 確 認 で き る 設

計 と す る 。  

h)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 事 業 所 と し て 、 サ イ バ ー テ ロ の 影 響 を 受 け な い

よ う 、 必 要 な 通 信 回 線 を 所 内 外 の コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 と 独

立 し た 設 計 と す る 。  

i)  廃 棄 物 管 理 施 設 は 、 重 要 度 に 応 じ て そ の 機 能 を 確 保 す る 設 計 と す

る 。  

 

 

 

 

 



〔本 文〕 

（本―８４） 

変  更  前  変  更  後  備  考  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削 る ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 載 の 見 直 し  

 

 

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更 に 伴 い

削 除  

 

 

 



〔本 文〕 

（本―７８） 

変  更  前  変  更  後  備  考  

 

 

 

 

（ 削 る ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 削 る ）  

 

 

 

 

 

 

（ 削 る ）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 削 る ）  

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更 に 伴 い

削 除  

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更 に 伴 い

削 除  

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更 に 伴 い

削 除  

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更 に 伴 い

削 除  

 



〔廃棄物管理事業変更許可の経緯〕 

（経緯－1） 

変 更 前 変 更 後 備 考 

大洗研究所の廃棄物管理事業変更許可の経緯 

許可年月日 許可番号 備  考 

平成 4 年 3 月 30 日 3 安 第 4 8 1 号 廃棄物管理の事業の許可 

平成 7 年 5 月 26 日 7 安（廃規）第 15 号 
排水監視設備に係る設置場所

及び廃液の管理方法の変更 

平成 11 年 10 月 15

日 

11 安（廃規）第 35 号 固体集積保管場Ⅳの設置等 

平成 16 年 2 月 4 日 
平成 15･11･19 原第１

号 

固体集積保管場Ⅰの建物構造

変更等 

平成 23 年 1 月 13 日 
平成 20･12･10 原第 7

号 

混練方式のセメント固化装置

及び固体廃棄物減容処理施設

の設置等 

平成 24 年 3 月 26 日 
平成 23･11･28 原第 4

号 

敷地形状の一部及び北門の位

置の変更 

平成 30 年 8 月 22 日 原規規発第 1808221 号 
新規制基準適合性に係る記載

の変更及び追記 

   

 

 

大洗研究所の廃棄物管理事業変更許可の経緯 

許可年月日 許可番号 備  考 

平成 4 年 3 月 30 日 3 安 第 4 8 1 号 廃棄物管理の事業の許可 

平成 7 年 5 月 26 日 7 安（廃規）第 15 号 
排水監視設備に係る設置場所

及び廃液の管理方法の変更 

平成 11 年 10 月 15

日 

11 安（廃規）第 35 号 固体集積保管場Ⅳの設置等 

平成 16 年 2 月 4 日 
平成 15･11･19 原第１

号 

固体集積保管場Ⅰの建物構造

変更等 

平成 23 年 1 月 13 日 
平成 20･12･10 原第 7

号 

混練方式のセメント固化装置

及び固体廃棄物減容処理施設

の設置等 

平成 24 年 3 月 26 日 
平成 23･11･28 原第 4

号 

敷地形状の一部及び北門の位

置の変更 

平成 30 年 8 月 22 日 原規規発第 1808221 号 
新規制基準適合性に係る記載

の変更及び追記 

令 和  年  月  日  

共用設備の見直し、外部事象

に対する設計方針の見直し、

有機廃液一時格納庫と化学処

理装置の使用の停止及び通信

連絡設備の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔添付書類一〕 

（１－２） 

変  更  前  変  更  後  備  考  

ハ  変更の工事に要する資金の額及びその調達計画  

本変更に係る工事に要する資金の額及び調達計画は、次のとおり

である。  

 

１．変更の工事に要する資金の額  

（単位：百万円）  

年   度  

項   目  
平  成  30 ～  33 

廃 液 処 理 棟 の 改 修  249 

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅳ の 改 修  222 

固 体 集 積 保 管 場 Ⅰ の 改 修  160 

β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅱ の 改 修  147 

α 一 時 格 納 庫 の 改 修  125 

廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ の 改 修   53 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫 の 改 修   16 

総   計  972 

 

２．変更の工事に要する資金の調達計画  

本工事に要する資金は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構の運営費交付金をもって充当する計画である。   

 

 

ハ  変更の工事に要する資金の額及びその調達計画  

本 変 更 に 係 る 工 事 に 要 す る 資 金 の 額 及 び 調 達 計 画 は 、 次 の と お り

である。  

 

１．変更の工事に要する資金の額  

（単位：百万円）  

年   度  

項   目  
令 和  4 ～ 5 

廃 液 処 理 棟 の 改 修  300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．変更の工事に要する資金の調達計画  

本 工 事 に 要 す る 資 金 は 、 国 立 研 究 開 発 法 人 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機

構の運営費交付金をもって充当する計画である。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計 方 針 の 変 更 に 伴 い

削除  

 

 

 

 

 

 

有 機 廃 液 一 時 格 納 庫

の削除  

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

の安全性が損なわれることはない。  

 

(２ ) 風（台風）  

水戸地方気象台の観測記録（ 1937 年～ 2013 年）における 大瞬間

風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造

健全性を有する設計とする。  

 

(３ ) 竜巻  

大風速 69m/s の竜巻が発生した場合において、全ての施設を対象

に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又

は保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備は、飛来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛

来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性を維持し安全機能を

損なわない設計とする。  

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又は設

備（セル等）に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損傷を防止

するための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない

設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲

来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 安 全 機 能 が 喪 失 し た 設 備 に つ い て

は、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設備において

は無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイメータ、消火設

備については消火器や消火栓設備、火災検知設備）により、人員が現

場に駆けつけて対応できることを含め、必要な安全機能を損なわない

設計とする。  

また、藤田スケール（以下 F とする。）１クラスの 大風速である

49m/s においては、施設の構造健全性を維持し、全ての安全機能が損

なわれない設計とする。  

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基

づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価し

て、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内 で溢水が発生した場合におい

ても、  

 

の安全性が損なわれることはない。  

 

(２ ) 風（台風）  

水戸地方気象台の観測記録（ 1937 年～ 2013 年）における 大瞬間

風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造

健全性を有する設計とする。  

 

(３ ) 竜巻  

大風速 69m/s の竜巻が発生した場合において、全ての施設を対象

に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又

は保管を行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備は、飛来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛

来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性を維持し安全機能を

損なわない設計とする。  

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又は設

備（セル等）に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損傷を防止

するための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわない

設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲

来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 安 全 機 能 が 喪 失 し た 設 備 に つ い て

は、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設備において

は無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイメータ、消火設

備については消火器や消火栓設備、火災検知設備）により、人員が現

場に駆けつけて対応できることを含め、必要な安全機能を確保する設

計とする。  

 

 

 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基

づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価し

て、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合におい

ても、  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の見直し  

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の見直し  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-３） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器

又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏え

いすることを防止できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、

安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ込め

機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影

響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはない。  

 

設 計 上 想 定 し た 竜 巻 に 対 し て は 全 て の 安 全 機 能 を 維 持 す る 設 計 と

し 、 F２ の 大 風 速 の 竜 巻 に 対 し て は 遮 蔽 及 び 閉 じ 込 め の 機 能 を 有 す

る設備の構造健全性を維持して必要な場合には代替設備等の活用によ

り 安 全 機 能 を 維 持 す る 。 ま た 、 F１ の 大 風 速 に 対 し て は 、 施 設 の 構

造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計とする。  

 

(４ ) 凍結  

水戸地方気象台の観測記録（ 1897 年～ 2013 年）の日 低気温の極

値 を 考 慮 し 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に 設 置 す る 屋 外 設 置 の 開 放 型 の 冷 却 塔

に つ い て は 、 冬 季 に は 水 温 を 調 整 す る ヒ ー タ ー 機 能 を 有 す る 設 計 と

す る 。 ま た 、 換 気 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 乾 式 で 使 用 す る 設

計 と し 、 ‐ 60℃ ま で 使 用 で き る フ ィ ル タ パ ッ キ ン を 用 い る 設 計 と す

る。  

 

(５ ) 降水  

降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約 24～ 40m の台地に設置さ

れており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設

置 し た  一 般 排 水 溝 に 流 入 し 、 排 水 能 力 を 超 え る 分 は 敷 地 内 を 表 流 水

として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、設計

上考慮する必要はない。  

 

(６ ) 積雪  

安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器

又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏え

いすることを防止できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、

安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ込め

機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影

響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはない。  

 

設 計 上 想 定 し た 竜 巻 に 対 し て は 全 て の 安 全 機 能 を 維 持 す る 設 計 と

し、藤田スケール（以下「Ｆ」という。）２の 大風速の竜巻に対し

ては遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する設備並びに消火設備のうちガ

ス消火設備の構造健全性を維持して必要な場合には代替設備等の活用

により安全機能を維持する。  

 

(４ ) 凍結  

水戸地方気象台の観測記録（ 1897 年～ 2013 年）の日 低気温の極

値 を 考 慮 し 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に 設 置 す る 屋 外 設 置 の 開 放 型 の 冷 却 塔

に つ い て は 、 冬 季 に は 水 温 を 調 整 す る ヒ ー タ ー 機 能 を 有 す る 設 計 と

す る 。 ま た 、 換 気 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に つ い て は 、 乾 式 で 使 用 す る 設

計 と し 、 ‐ 60℃ ま で 使 用 で き る フ ィ ル タ パ ッ キ ン を 用 い る 設 計 と す

る。  

 

(５ ) 降水  

降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約 24～ 40m の台地に設置さ

れており、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設

置 し た  一 般 排 水 溝 に 流 入 し 、 排 水 能 力 を 超 え る 分 は 敷 地 内 を 表 流 水

として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、設計

上考慮する必要はない。  

 

(６ ) 積雪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

記載の見直し  

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の変更  

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-１２） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（本文）  

 

ロ  廃棄物管理施設の一般構造  

(6) その他の主要な構造  

廃棄物管理施設は、以下の方針のもとに安全設計を行う。  

a)  廃棄物管理施設は、敷地で予想される台風、積雪、火山、森林火

災等の自然現象及び飛来物その他の外部衝撃の影響により安全性を

損なうことのない設計とする。  

 

b)  廃棄物管理施設は、自然現象の 53 事象の内、地震及び津波を除

く、安全確保上考慮すべき事象として洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森

林火災の発生の可能性又は発生した場合を過去の記録及び周囲の環

境条件から評価し、安全性を損なうことのない設計とする。  

c)  廃棄物管理施設は、飛来物その他の外部衝撃について、事業所又

はその周辺において想定される当該廃棄物管理施設の安全性を損な

わせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

に よ る も の を 除 く 。 ） と し て 、 飛 来 物 （ 航 空 機 落 下 等 ） 、 ダ ム 崩

壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突

又は電磁波障害を評価し、安全性を損なわない設計とする。  

 

（本文）  

 

ロ  廃棄物管理施設の一般構造  

(6) その他の主要な構造  

廃棄物管理施設は、以下の方針のもとに安全設計を行う。  

a)  廃棄物管理施設は、外部からの衝撃（想定される自然現象及び想

定される廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。））の

影響により安全性を損なうことのない設計とする。  

b)  廃棄物管理施設は、自然現象の 53 事象の内、地震及び津波を除

く、安全確保上考慮すべき事象として洪水、風（台風）、竜巻、凍

結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森

林火災の発生の可能性又は発生した場合を過去の記録及び周囲の環

境条件から評価し、安全性を損なうことのない設計とする。  

c)  廃棄物管理施設は、事業所又はその周辺において想定される当該

廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

であって人為によるもの（故意によるものを除く。）として、飛来

物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の

火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁波障害を評価し、安全性を損

なわない設計とする。  

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の変更  

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 



〔添付書類五〕 

（第八条-１８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

（３）「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に規定されている基準

竜巻による施設の損傷を仮定し、核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物が飛来物として施設外へ飛散することがないよ

うな固縛等の措置や適切な除染係数等を考慮して周辺公衆が受け

る実効線量を評価し、 5mSvを超えない場合には、基準竜巻ではな

く、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案して適切に設定

した竜巻により、安全機能の維持を確認できるとしている。  

竜巻により安全機能を喪失した場合の影響は、第一条（定義）

で示した評価のとおり、周辺公衆の実効線量の評価値が 5mSvを超

えないため、竜巻の想定については、敷地及びその周辺における

影響が も大きい竜巻として、 1979年 5月 27日に旭村（現  鉾田

市）で発生し、大洗町で消滅した藤田スケールＦ１～Ｆ２の竜巻

があり、また、竜巻のハザード曲線より年超過確率 10- 5の竜巻が

Ｆ２であることから、直接安全機能を有する施設の評価に用いる

大風速はＦ２の 大である 69 m/sとするとしている。直接安全

機能以外の安全機能を有する施設の評価については、年超過確率

10- 4の竜巻がＦ１であることから、評価に用いる 大風速はＦ１

の 大である 49m/sとする。  

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参考に、想定する竜

巻の設計荷重として、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷

重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設

定する。  

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定にあたっては、廃

棄物管理施設の敷地内において飛来物となり得るものを現地調査

により抽出した上で、運動エネルギー及び貫通力の大きさを踏ま

え、設定している。  

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避

が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主要な安全機能であ

る遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する建家、設備及び機器は、飛

来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防

ぐ設備の設置により、構造健全性が維持されるように措置を講じ

る。  

消 火 設 備 の う ち ガ ス 消 火 設 備 に つ い て は 、 設 備 を 有 す る 建 家 又

は 設 備 （ セ ル 等 ） に 損 傷 は 生 じ ず 、 屋 外 に 敷 設 し て い る 配 管 の 損

傷を防止  

（３）「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に規定されている基準

竜巻による施設の損傷を仮定し、核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物が飛来物として施設外へ飛散することがないよ

うな固縛等の措置や適切な除染係数等を考慮して周辺公衆が受け

る実効線量を評価し、 5mSvを超えない場合には、基準竜巻ではな

く、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案して適切に設定

した竜巻により、安全機能の維持を確認できるとしている。  

竜巻により安全機能を喪失した場合の影響は、第一条（定義）

で示した評価のとおり、周辺公衆の実効線量の評価値が 5mSvを超

えないため、竜巻の想定については、敷地及びその周辺における

影響が も大きい竜巻として、 1979年 5月 27日に旭村（現  鉾田

市）で発生し、大洗町で消滅したＦ１～Ｆ２の竜巻があり、ま

た、竜巻のハザード曲線より年超過確率 10- 5の竜巻がＦ２である

ことから、安全機能を有する施設の評価に用いる 大風速はＦ２

の 大である 69 m/sとするとしている。  

 

 

 

「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参考に、想定する竜

巻の設計荷重として、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷

重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設

定する。  

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定にあたっては、廃

棄物管理施設の敷地内において飛来物となり得るものを現地調査

により抽出した上で、運動エネルギー及び貫通力の大きさを踏ま

え、設定している。  

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前の廃棄物の退避

が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主要な安全機能であ

る遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する建家、設備及び機器は、飛

来物となり得る設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防

ぐ設備の設置により、構造健全性が維持されるように措置を講じ

る。  

消 火 設 備 の う ち ガ ス 消 火 設 備 に つ い て は 、 設 備 を 有 す る 建 家 又

は 設 備 （ セ ル 等 ） に 損 傷 は 生 じ ず 、 屋 外 に 敷 設 し て い る 配 管 の 損

傷を防止  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

 

記載の見直し  

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の変更  

 

 

 



〔添付書類五〕 

（第八条-１９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

ための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわな

い設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜

巻襲来後には施設を点検することや、安全機能が喪失した設備に

ついては、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設

備においては無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイ

メータ、消火設備については消火器や消火栓設備、火災検知設

備）により、人員が現場に駆けつけて対応できることを含め、必

要な安全機能を損なわない設計とする。  

また、代替設備・機器により、人員が駆けつけて対応する施設

については、施設の損傷にあっても公衆被ばくのリスクが小さい

こと（ 0.5μ Sv未満）から、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイ

ド」を参考に、年超過確率を 10- 4として 大風速を評価（ 35m/s）

し、 F１クラスの 大風速である 49m/sにおいて、施設の構造健全

性を維持し、全ての安全機能が損なわれない設計とする。  

竜巻による影響の評価の詳細を第八条まとめ資料の別紙８－１に

示す。  

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」

に基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評

価して、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合にお

いても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内

包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管

理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設ける

設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計とす

る。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ

込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源

喪失の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはな

い。  

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計

とし、 F２の 大風速の竜巻に対しては遮蔽及び閉じ込めの機能を

有する設備の構造健全性を維持して必要な場合には代替設備等の

活用により安全機能を維持する。また、 F１の 大風速に対して

は、施設の構造健全性を維持し、全ての安全機能が損なわれない

設計とする。  

 

ための対策を講じ、構造健全性を維持し、安全機能を損なわな

い設計とする。  

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜

巻襲来後には施設を点検することや、安全機能が喪失した設備に

ついては、あらかじめ配置している代替設備・機器（通信連絡設

備においては無線連絡設備、放射線管理設備についてはサーベイ

メータ、消火設備については消火器や消火栓設備、火災検知設

備）により、人員が現場に駆けつけて対応できることを含め、必

要な安全機能を確保する設計とする。  

 

 

 

 

 

 

竜巻による影響の評価の詳細を第八条まとめ資料の別紙８－１に

示す。  

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」

に基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。  

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評

価して、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。  

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合にお

いても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内

包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管

理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設ける

設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計とす

る。  

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ

込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源

喪失の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはな

い。  

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計

とし、 F２の 大風速の竜巻に対しては遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備並びに消火設備のうちガス消火設備の構造健全性を

維持して必要な場合には代替設備等の活用により安全機能を維持

する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の見直し  

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の変更  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の見直し  

記載の見直し  

外 部 事 象 に 対 す る 設

計方針の変更  

 

 



〔添付書類五〕 

（５-１-１８） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

無 視 し た と し て も 、 そ れ ぞ れ 127.4kN／ m2 及 び 343.2kN／ m2 を 超 え

て い る 。 ま た 、 見 和 層 上 部 層 の シ ル ト 層 に お け る 許 容 支 持 力 度 に つ

い て 、 室 内 土 質 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 算 定 す る と 、 基 礎 底 面 の 小

幅 に よ る 効 果 及 び 基 礎 の 根 入 れ 深 さ に よ る 効 果 を 無 視 し た と し て

も 、 三 軸 圧 縮 試 験 結 果 か ら 、 127.4kN／ m2 を 超 え て い る 。  

b)   建 家 、 設 備 の 基 礎 を 杭 基 礎 と す る 場 合 は 、 見 和 層 上 部 層 の 下 位

の 砂 層 に お け る Ｎ 値 が ほ と ん ど の 位 置 に お い て 標 準 貫 入 試 験 の 上 限

値 で あ る 50 以 上 に 達 し て い る こ と か ら 、 こ の 層 に 支 持 さ せ る こ と

に よ り 、 十 分 な 支 持 力 を 得 る こ と が で き る 。  

こ れ ら に 基 づ き 、 建 家 、 設 備 の 基 礎 計 画 に 当 た っ て は 、 当 該 建

家 、 設 備 の 構 造 、 常 時 接 地 圧 、 耐 震 設 計 上 の 重 要 度 分 類 を 考 慮 し て

支 持 地 盤 及 び 基 礎 形 式 の 選 定 を 行 う こ と と す る 。 特 に 耐 震 設 計 上 の

重 要 度 分 類 Ｂ ク ラ ス の 建 家 、 設 備 に つ い て は 見 和 層 の 上 部 層 を 支 持

地 盤 と し 、 基 礎 を 直 接 基 礎 と す る 場 合 は 、 常 時 接 地 圧 が 127.4kN／

m2 を 超 え る も の は 見 和 層 上 部 層 の 下 位 の 砂 層 に 支 持 さ せ 、 ま た 、 基

礎 を 杭 基 礎 と す る 場 合 は 、 Ｎ 値 が 50 以 上 の 層 に 支 持 さ せ る こ と と

す る 。  

ま た 、 建 家 、 設 備 の 常 時 接 地 圧 は 、 平 板 載 荷 試 験 結 果 に 基 づ く 許

容 支 持 力 度 の 推 定 結 果 に 裕 度 を 見 込 み 、 大 で も 245.1kN／ m2 を 超

え な い よ う に 設 計 す る 。  

な お 、 耐 震 設 計 上 の 重 要 度 分 類 Ｂ ク ラ ス の 施 設 又 は 設 備 の 入 っ て

い る 施 設 は 廃 液 処 理 棟 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟

Ⅳ 、 α 固 体 処 理 棟 、 廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ 、 廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ 、 α 固 体 貯 蔵

施 設 、 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 で あ る 。  

 

1.7 外 部 か ら の 衝 撃 に 対 す る 設 計  

 1.7.1 想 定 さ れ る 自 然 現 象 （ 地 震 及 び 津 波 を 除 く ） に 対 す る 設 計  

廃 棄 物 管 理 施 設 に お い て 想 定 さ れ る 自 然 現 象 と し て 、 洪 水 、 風 （ 台

風 ） 、 竜 巻 、 凍 結 、 降 水 、 積 雪 、 落 雷 、 地 滑 り 及 び 火 山 の 影 響 、

生 物 学 的 事 象  

無 視 し た と し て も 、 そ れ ぞ れ 127.4kN／ m2 及 び 343.2kN／ m2 を 超 え

て い る 。 ま た 、 見 和 層 上 部 層 の シ ル ト 層 に お け る 許 容 支 持 力 度 に つ

い て 、 室 内 土 質 試 験 の 結 果 に 基 づ い て 算 定 す る と 、 基 礎 底 面 の 小

幅 に よ る 効 果 及 び 基 礎 の 根 入 れ 深 さ に よ る 効 果 を 無 視 し た と し て

も 、 三 軸 圧 縮 試 験 結 果 か ら 、 127.4kN／ m2 を 超 え て い る 。  

b)   建 家 、 設 備 の 基 礎 を 杭 基 礎 と す る 場 合 は 、 見 和 層 上 部 層 の 下 位

の 砂 層 に お け る Ｎ 値 が ほ と ん ど の 位 置 に お い て 標 準 貫 入 試 験 の 上 限

値 で あ る 50 以 上 に 達 し て い る こ と か ら 、 こ の 層 に 支 持 さ せ る こ と

に よ り 、 十 分 な 支 持 力 を 得 る こ と が で き る 。  

こ れ ら に 基 づ き 、 建 家 、 設 備 の 基 礎 計 画 に 当 た っ て は 、 当 該 建

家 、 設 備 の 構 造 、 常 時 接 地 圧 、 耐 震 設 計 上 の 重 要 度 分 類 を 考 慮 し て

支 持 地 盤 及 び 基 礎 形 式 の 選 定 を 行 う こ と と す る 。 特 に 耐 震 設 計 上 の

重 要 度 分 類 Ｂ ク ラ ス の 建 家 、 設 備 に つ い て は 見 和 層 の 上 部 層 を 支 持

地 盤 と し 、 基 礎 を 直 接 基 礎 と す る 場 合 は 、 常 時 接 地 圧 が 127.4kN／

m2 を 超 え る も の は 見 和 層 上 部 層 の 下 位 の 砂 層 に 支 持 さ せ 、 ま た 、 基

礎 を 杭 基 礎 と す る 場 合 は 、 Ｎ 値 が 50 以 上 の 層 に 支 持 さ せ る こ と と

す る 。  

ま た 、 建 家 、 設 備 の 常 時 接 地 圧 は 、 平 板 載 荷 試 験 結 果 に 基 づ く 許

容 支 持 力 度 の 推 定 結 果 に 裕 度 を 見 込 み 、 大 で も 245.1kN／ m2 を 超

え な い よ う に 設 計 す る 。  

な お 、 耐 震 設 計 上 の 重 要 度 分 類 Ｂ ク ラ ス の 施 設 又 は 設 備 の 入 っ て

い る 施 設 は 廃 液 処 理 棟 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟 Ⅲ 、 β ・ γ 固 体 処 理 棟

Ⅳ 、 α 固 体 処 理 棟 、 廃 液 貯 留 施 設 Ⅰ 、 廃 液 貯 留 施 設 Ⅱ 、 α 固 体 貯 蔵

施 設 、 固 体 廃 棄 物 減 容 処 理 施 設 で あ る 。  

 

1.7 外 部 か ら の 衝 撃 に 対 す る 設 計  

 1.7.1 想 定 さ れ る 自 然 現 象 （ 地 震 及 び 津 波 を 除 く ） に 対 す る 設 計  

廃 棄 物 管 理 施 設 に お い て 想 定 さ れ る 自 然 現 象 と し て 、 洪 水 、 風 （ 台

風 ） 、 竜 巻 、 凍 結 、 降 水 、 積 雪 、 落 雷 、 地 滑 り 及 び 火 山 の 影 響 、

生 物 学 的 事 象  

 

 

 

 

 

 



〔添付書類五〕 

（５-１-１９） 

 変  更  前  変  更  後  備  考  

又 は 森 林 火 災 等 の う ち 、  

(1)地 滑 り 、 山 崩 れ 、 陥 没 に つ い て は 、 敷 地 の 調 査 結 果 か ら 、 想 定 す る

必 要 は な い 。 ま た 、 積 雪 や 凍 結 に つ い て も 敷 地 付 近 の 気 候 の 調 査 結

果 か ら 、 考 慮 す る 必 要 は な い 。  

(2)台 風 、 洪 水 、 落 雷 に つ い て は 、 廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 を 損 な う こ

と の な い よ う に 適 切 な 管 理 を 行 う の で 、 施 設 の 安 全 機 能 が 損 な わ れ

る お そ れ は な い 。  

(3)敷 地 及 び そ の 周 辺 に お け る 影 響 が も 大 き い 竜 巻 と し て 、 1979年 5月

27日 に 旭 村 （ 現  鉾 田 市 ） で 発 生 し 大 洗 町 で 消 滅 し た 藤 田 ス ケ ー ル F1

～ F2の 竜 巻 が あ る こ と か ら 、 評 価 に 用 い た 大 風 速 は F2の 大 で あ

る 69m/sと し た 。  

全 て の 施 設 を 対 象 に 影 響 を 評 価 し た 結 果 、 事 前 の 廃 棄 物 の 退 避 が

困 難 な 廃 棄 物 の 処 理 又 は 保 管 を 行 う 施 設 の 主 要 な 安 全 機 能 で あ る 遮

蔽 機 能 及 び 閉 じ 込 め 機 能 を 有 す る 設 備 等 は 、 飛 来 物 と な り 得 る 設 備

の 固 縛 や 評 価 対 象 設 備 へ の 飛 来 物 の 衝 突 を 防 ぐ 設 備 の 設 置 に よ り 、

構 造 健 全 性 が 維 持 さ れ る よ う に 措 置 を 講 じ る 。  

消 火 設 備 の う ち 遠 隔 操 作 に よ り 消 火 を 行 う ガ ス 消 火 設 備 （ 自 動 消

火 設 備 を 含 む ） に つ い て は 、 屋 外 に 敷 設 し て い る 配 管 の 損 傷 を 防 止

す る た め の 対 策 を 講 じ る 。  

そ の 他 の 安 全 機 能 に つ い て は 、 地 震 後 の 施 設 の 点 検 と 同 様 、 竜 巻

襲 来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 一 部 に つ い て は 、 構 造 健 全 性 が

維 持 さ れ る 代 替 設 備 ・ 機 器 （ 通 信 連 絡 設 備 に お い て は 無 線 連 絡 設

備 、 放 射 線 管 理 設 備 に つ い て は サ ー ベ イ メ ー タ 、 消 火 設 備 に つ い て

は 消 火 器 や 消 火 栓 設 備 ） に よ り 、 人 員 が 現 場 に 駆 け つ け て 対 応 で き

る こ と を 含 め 、 機 能 を 有 す る 設 備 の 構 造 健 全 性 が 維 持 さ れ る よ う に

措 置 を 講 じ る 。  

ま た 、 代 替 設 備 ・ 機 器 に よ り 、 人 員 が 駆 け つ け て 対 応 す る 施 設 に

つ い て は 、 施 設 の 損 傷 に あ っ て も 公 衆 被 曝 の リ ス ク が 小 さ い こ と

（ 0.5μ Sv未 満 ） か ら 、 「 原 子 力 発 電 所 の 竜 巻 影 響 評 価 ガ イ ド 」 を 参

考 に 、 年 超 過 確 率 を 10- 4と し て 大 風 速 を 評 価 （ 35m/s） し 、 F1ク ラ

ス の 大 風 速 で あ る 49m/sに お い て 、 施 設 の 構 造 健 全 性 を 維 持 し 、 機

能 を 維 持 す る 設 計 と す る 。  

(4)火 山 影 響 に つ い て は 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に 近 い 火 山 か ら の 降 下 火 砕

物 の 影 響 を 考 慮 し て も 施 設 の 健 全 性 は 維 持 さ れ 、 安 全 機 能 が 損 な

わ れ  

又 は 森 林 火 災 等 の う ち 、  

(1)地 滑 り 、 山 崩 れ 、 陥 没 に つ い て は 、 敷 地 の 調 査 結 果 か ら 、 想 定 す る

必 要 は な い 。 ま た 、 積 雪 や 凍 結 に つ い て も 敷 地 付 近 の 気 候 の 調 査 結

果 か ら 、 考 慮 す る 必 要 は な い 。  

(2)台 風 、 洪 水 、 落 雷 に つ い て は 、 廃 棄 物 管 理 施 設 の 安 全 性 を 損 な う こ

と の な い よ う に 適 切 な 管 理 を 行 う の で 、 施 設 の 安 全 機 能 が 損 な わ れ

る お そ れ は な い 。  

(3)敷 地 及 び そ の 周 辺 に お け る 影 響 が も 大 き い 竜 巻 と し て 、 1979年 5月

27日 に 旭 村 （ 現  鉾 田 市 ） で 発 生 し 大 洗 町 で 消 滅 し た 藤 田 ス ケ ー ル F1

～ F2の 竜 巻 が あ る こ と か ら 、 評 価 に 用 い た 大 風 速 は F2の 大 で あ

る 69m/sと し た 。  

全 て の 施 設 を 対 象 に 影 響 を 評 価 し た 結 果 、 事 前 の 廃 棄 物 の 退 避 が

困 難 な 廃 棄 物 の 処 理 又 は 保 管 を 行 う 施 設 の 主 要 な 安 全 機 能 で あ る 遮

蔽 機 能 及 び 閉 じ 込 め 機 能 を 有 す る 設 備 等 は 、 飛 来 物 と な り 得 る 設 備

の 固 縛 や 評 価 対 象 設 備 へ の 飛 来 物 の 衝 突 を 防 ぐ 設 備 の 設 置 に よ り 、

構 造 健 全 性 が 維 持 さ れ る よ う に 措 置 を 講 じ る 。  

消 火 設 備 の う ち 遠 隔 操 作 に よ り 消 火 を 行 う ガ ス 消 火 設 備 （ 自 動 消

火 設 備 を 含 む ） に つ い て は 、 屋 外 に 敷 設 し て い る 配 管 の 損 傷 を 防 止

す る た め の 対 策 を 講 じ る 。  

そ の 他 の 安 全 機 能 に つ い て は 、 地 震 後 の 施 設 の 点 検 と 同 様 、 竜 巻

襲 来 後 に は 施 設 を 点 検 す る こ と や 、 一 部 に つ い て は 、 構 造 健 全 性 が

維 持 さ れ る 代 替 設 備 ・ 機 器 （ 通 信 連 絡 設 備 に お い て は 無 線 連 絡 設

備 、 放 射 線 管 理 設 備 に つ い て は サ ー ベ イ メ ー タ 、 消 火 設 備 に つ い て

は 消 火 器 や 消 火 栓 設 備 ） に よ り 、 人 員 が 現 場 に 駆 け つ け て 対 応 で き

る こ と を 含 め 、 機 能 を 有 す る 設 備 の 構 造 健 全 性 が 維 持 さ れ る よ う に

措 置 を 講 じ る 。  

 

 

 

 

 

 

(4)火 山 影 響 に つ い て は 、 廃 棄 物 管 理 施 設 に 近 い 火 山 か ら の 降 下 火 砕

物 の 影 響 を 考 慮 し て も 施 設 の 健 全 性 は 維 持 さ れ 、 安 全 機 能 が 損 な

わ れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外 部 事 象 に 対 す る 設 計

方 針 の 見 直 し  
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